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適正 要改善

管理について ○

運営について ○

事業実施結
果について

○

収支決算書
について

○

・午後5時以降の夜間帯における職員配置は、防犯対策上2名以上の職員をもって充てる
べきところ、常時2名の体制を確保できていなかった。
・接遇や災害対応等の内部研修を年5回実施したほか、外部研修にも年1回参加してお
り、職員の資質向上に努めている。
・緊急時の対応に関する取組として、年2回（7月・1月）消防訓練を実施している。
・安全かつ快適な施設となるよう、各種保守点検業務を適切に行い、施設の不具合、損
傷等があった際は中央市民センターと連携し利用者の安全対策の確保に努めている。
・節減啓発の貼紙等の掲示や和室の照明をLEDに替えるなど、省エネルギーの推進に努
めている。

令和４年度「青森市大野市民センター」に係る事業報告書等評価結果

　青森市大野市民センターについては、青森市大野市民センター管理運営協議会が指定管理者
として施設の管理運営を行っています。
　令和４年度の事業報告書等に基づき、指定管理者による施設の管理運営状況について確認、
検証し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和５年７月２６日

青森市大野市民センター

　社会教育法第２０条の目的である、区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学
術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため設置しています。

青森市大字大野字若宮７１番地

【名　称】青森市大野市民センター管理運営協議会
【代表者】会長　加川　史
【住　所】青森市大字大野字若宮７１番地

平成３０年４月１日　から　令和５年３月３１日　まで（５年間）

評価項目 検証結果
評価結果

・貸館業務については、特定の団体等に対する便宜供与や不当な取扱いが
ないよう、規則等に従って利用者の平等利用に努めている。
・事業実施の都度、利用者アンケートを実施してニーズの把握に努め、次
期事業の企画立案の参考にしているほか、館内に意見箱を設置している。
・新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、施設を運営している。
・令和4年度利用者は23,995人であった。

・令和4年度は、「笑ってお得！動いてお得！脳と身体の有酸素運
動」、「夏休み講座　SDGｓを学ぼう」、「青森市の石碑につい
て」など60回の講座を行い延べ572人が受講しており、幅広い年
齢層に応じた事業展開が行われている。

・提出された収支決算書に対し、会計帳簿や預金通帳等を確認した
結果、経理は適切に行われており、適正であった。
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・午後5時以降の夜間帯における職員配置は、防犯対策上2名以上の職員をもって充てることと
していたが、常時2名の体制を確保できていなかったことから、今後、改善が必要である。
　指定管理者と協議を行いながら、早期に改善が図られるよう努めていく。

【担当課】青森市教育委員会事務局中央市民センター
【電　話】０１７－７３４－０１６３
【メール】chuo-center@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

・施設の管理運営状況や主催事業の実施状況、収支決算等については概ね適正であるものの、
午後5時以降の夜間帯に常時2名の体制を確保できておらず、適正な人員配置とはなっていな
かった。
・アンケートの実施等により、幅広い世代を対象としたニーズの高い講座や地域力アップ講座
など、新型コロナウイルス対策を設けた上で、各種事業を工夫して実施している。
・今後とも地域コミュニティ活動や地域文化活動、生涯学習活動を推進していただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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